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１．統括センターの設立の目的と箇所の区分けを決めた理由及び今後の田端統括センター発展に向けての

考え方を明らかにすること。 

（回答）社会の急速な変化を踏まえ、グループ経営ビジョン「変革２０２７」の目指す「鉄道起点サービスから 

ヒト起点のサービスへの転換」に向け、系統を超えて新たな価値創造を一層推進していく観点から、 

社員一人ひとりの成長意欲に応え、活躍フィールドを拡大させていくものである。なお、エリアに  

ついては、業務実態や規模、立地条件等を総合的に勘案し、決定したものである。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢  
 

2．田端統括センターにおいて、箇所長及び現場責任者の配置について明らかにすること。 

（回答）業務管理・社員管理を行う観点から、業務の運営に必要な要員は配置していく考えである。 
 

輸送サービス労組 会 社 

◆ 

◆  

➢ 

➢ 
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◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

 

 

 

  

 

 

 

３．各駅及び田端運転所の他箇所からの社員が担う業務範囲及び業務内容について箇所ごとに明らかに 

すること。 

（回答）これまでの硬直的な仕事の垣根を超えた柔軟な働き方を実現していくために、系統や事業分野を 

超えた業務を行うこととなる。 
 

輸送サービス労組 会 社 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

 

４．それぞれの箇所で社員管理を行う責任者及び社員の業務の習熟度や管理フォローをおこなう責任者を

明らかにすること。 

（回答）内容に応じて、統括センターとして社員の業務の習熟度等を管理することとなる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

会 社 輸送サービス労組 
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５．今後の尾久駅を始めとする駅輸送業務の特情を踏まえ、駅のあり方及び役割を明らかにすること。 

（回答）これまでの硬直的な仕事の垣根を超えた柔軟な働き方の実現により、安全・サービスレベルの向上

を図っていく考えである。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

◆ 

 

➢ 

➢ 

 

➢ 

 

 

６．田端運転所における乗務員職場としての特情を踏まえ、今後の役割と業務内容を明らかにすること。 

（回答）社会の急速な変化を踏まえ、グループ経営ビジョン「変革２０２７」の目指す「鉄道起点サービスから 

ヒト起点のサービスへの転換」に向け、系統を超えて新たな価値の創造を一層推進していく観点  

から、社員一人ひとりの成長意欲に応え、活躍フィールドを拡大させていくものである。なお、田端

運転所が担っていた業務については、引き続き田端統括センターにおいて行うこととなる。 
 

輸送サービス労組 会 社 

◆ 

◆  

 

 

 

 

◆ 

➢ 

➢ 

 

➢ 
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7．田端運転所の今後の将来展望を明らかにすること。 

（回答）２０２３年６月１日の田端統括センター設立に伴い、田端運転所は廃止となる。なお、田端運転所が 

担っていた業務については、引き続き田端統括センターにおいて行うこととなる。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

◆ 

◆  

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

 

１．田端統括センターにおいて、体制が変更になる理由とその必要性を箇所ごとに明らかにすること。 

（回答）業務の実態や、現業機関における柔軟な働き方の実現の趣旨を踏まえ見直すものである。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

➢ 

 

➢ 

➢ 

➢ 

 
 

要
員 
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２．各箇所の業務量において、要員や出面数が適正であるか会社の考え方を明らかにすること。 

（回答）提案の体制で対応可能と考えている。なお、業務に必要な要員は確保していく考えである。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

◆ 

➢ 

➢ 

➢ 

 

３．各箇所の出面数の確保は、それぞれの現場単位で行うべきと考えるが、会社の考え方を示すこと。 

（回答）箇所総体で対応していくことになる。なお、これまでの硬直的な仕事の垣根を超えた柔軟な働き方

を実現していくために、系統や事業分野を超えた柔軟な働き方を実現していくために、系統や事業

分野を超えた業務を行うこととなる。また、業務に必要な要員は確保していく考えである。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

 

 

➢ 

➢ 

 

 

４．田端運転所運転士の業務は運転業務、企画業務、駅業務と多様化する中で運転技量の維持は課題と  

認識しているが、この課題について会社の考えを明らかにすること。 

（回答）引き続き、必要な教育・訓練は実施していく考えである。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ ➢ 
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１．各箇所の作業ダイヤ、行路及び出面数を明らかにすること。また、増減がある場合はその根拠を

示すこと。 

（回答）作業ダイヤ等にて示している通りである。なお、業務上の必要により作業ダイヤ等に変更

がある場合は周知を行っていく考えである。 
 

２．各箇所の作業ダイヤ及び行路は社員の意見や要望を加味すべきと考えるが、会社の考え方を

明らかにすること。 

（回答）作業ダイヤは、お客さまのご利用状況等を踏まえ、箇所長による定例的な業務指示・命令を

図式化したものである。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

 

➢ 

➢ 

 
 

３．各箇所において安全かつ健康的に業務遂行を行うために、より常識的な作業ダイヤ及び行路であるべ

きと考えるが会社の考え方を明らかにすること。 

（回答）作業ダイヤは、お客さまのご利用状況等を踏まえ、箇所長による定例的な業務指示・命令を図式化 

したものである。なお、勤務については、就業規則に則り取り扱うものである。 

４．田端統括センターにおいて、繁忙期及び応援体制が見込まれる際の出面数の増体制について考え方を

示すこと。 

（回答）お客さまのご利用状況等、業務の繁閑に応じて出面数を柔軟に設定していくこととなる。なお、必要

な要員については確保していく考えである。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ ➢ 

【
出
面
・
作
業
ダ
イ
ヤ
】 
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１．田端統括センターにおいて、これまでの見習い教育及び訓練の成果と課題を明らかにする

こと。また、 統括センター設立までの具体的なスケジュール、教育及び訓練のカリキュラム

を明らかにし、各種勉強会や訓練などの必要性と今後の考え方を示すこと。 

（回答）統括センターとなる箇所の複数の業務を行うことで各業務の基本を習得し、箇所の 

規模や取り巻く環境の違いによる業務実態の把握により、設立に向けて課題を抽出

し、解決に取り組んできた。 なお、必要な教育・訓練は適宜実施しているところであ

り、統括センター設立以降も継続して課題 解決等を行っていく考えである。 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

◆ 

 

◆ 

◆ 

 

➢ 

➢ 

➢ 

 

➢ 

➢ 

 
 

２．田端運転所での業務見習いの範囲を明らかにし、習得すべき業務内容を具体的に示すこと。 

（回答）これまでの硬直的な仕事の垣根を超えた柔軟な働き方を実現していくために、系統や事業分野を 

超えた業務を行うこととなる。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ ➢ 

【
教
育
・
訓
練
】 
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３．田端運転所所属の社員が他箇所で見習い業務を行っていることを踏まえ、教育や訓練などについてはより

丁寧に計画的な社員育成を行うべきと考えるが、今後の実施箇所及びスケジュールを含めた会社の考え方

と現状の認識を明らかにすること。また、田端運転所の全社員が対象となるのか明らかにすること。 

（回答）これまでの硬直的な仕事の垣根を超えた柔軟な働き方を実現していくために、系統や事業分野を 

超えた業務を行うこととなる。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

◆ 

➢ 

➢ 

➢ 
 

４．尾久駅での駅輸送業務の見習い教育や訓練などについては、より丁寧に計画的な社員育成を行うべき

と考えるが会社の考え方及び現状の認識を明らかにすること。 

（回答）引き続き、必要な教区。訓練は実施していく考えである。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

➢ 

➢ 

 

５．各駅の帳票類の整理及び営業機器類の締切業務などは統一するべきと考えるが、会社の考え方を明ら

かにし具体的に示すこと。 

（回答）各箇所における業務実態を踏まえ、必要な見直しは行っていく考えである。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ ➢ 

 

https://www.jtsu-e-tokyo.com/
https://twitter.com/tokyo_jtsu_e


 

2023.6.15 349 
 

 

  

 

 
 

６．今後も各箇所において見習い教育を行うべく万全な教育体制が必要であると考えるが、会社の考え方

及び認識を示すこと。 

（回答）引き続き、必要な教育・訓練は実施していく考えである。なお、必要な要員については確保していく。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ ➢ 

【制度・勤務】 

１．田端運転所における駅業務の勤務認証及び勤務の取扱いについて明らかにすること。 

（回答）就業規則に則り取り扱うこととなる。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ ➢ 

 

２．田端統括センターにおいて、制服を着用し駅相互間を移動する際の考え方を具体的に示すこと。 

（回答）就業規則に則り取り扱うこととなる。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

 

➢ 

➢ 
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３．田端統括センターにおいて、異常時や駆けつけに関する労働の考え方及び対応のあり方を具体的に示すこと。 

（回答）就業規則に則り取り扱うこととなる。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

➢ 

➢ 

 
 

４．田端統括センターにおいて、勤務作成をどのように行うのか具体的に示すこと。 

（回答）勤務指定については、就業規則等に則り取り扱うこととなる。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

➢ 

➢ 

１．個人が貸与品をもらう場合の箇所を明らかにするとともに、保管用の個人ロッカーなど必要な

設備の整備について会社の考え方を具体的に示すこと。 

（回答）勤務実態や貸与品により対応が異なる。なお、必要な設備の整備は行っていく考えである。 
 

輸送サービス労組 会 社 
◆ 

◆ 

➢ 

➢ 

 

 

 

２．各職場の休憩室や寝室及び風呂場など、働きがいが持てる職場環境にすべきと考えるが、整備や改善 

など検討していることを示すこと。 

（回答）必要な設備の整備は行っていく考えである。 

【
設
備
】 

 

➢ 
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